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中国東北に;t>ける産業の状態について

一一 1920年代を中心に一一 〈その 1)

石田武彦

序

i 電気事業

1.沿革

2. 満電の創立と日本側電気事業における合理化の進展

3. 中国側電気事業の勃興と日中対抗の局面の形成

E 鉱 業(石炭鉱業)(以下次号)

皿 兵器製造工業

N 綿業

V 杵蚕製糸業

百製粉業

W マッチ工業

VJ[官営事業

K 小括

序

本稿の課題は， 1920年代の中国東北地方(以下，満州と称す〉における代

表的な産業の状態を分析することにあるが，そのさい，筆者の視角は諸資本

間相互の関連という点におかれる。すなわち，外国資本と中国資本との，ま

た，後者のうちいわゆる官僚資本と民族資本との，対立と従属のあり方とい

う問題を意識している。

当該時期の中国は内外にわたり，まれにみる政治的激動期として特徴づけ

られる。すなわち，大規模なものだけで三度に及ぶ軍閥聞の内戦とそれに続

く国民革命の発展と分裂，その分裂の結果として国民党政権の成立と他方で

ソピェト革命の展開など。かかる国内政治の変動はまた，第一次世界大戦と
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ロシア革命を契機に再編成された帝国主義世界体制，いわゆるワシントン体

制下における英，米，日，さらにソ連といった諸国の動向と深くかかわって

進行したわけである。中国近代化の歴史的特質を経済過程に即して解明する

ことを基本的な研究課題とする筆者の立場から，かくの如く転変する1920年

代中国の内外の政治的展開を規定した，経済的諸条件を明らかにすることを

当面の問題として設定するとき，次のような二段がまえの方法が必要である

と考えている O まずもって官僚資本と民族資本との関連を問うことにより，

1920年代中国資本主義の発展とその特質を明らかにし，さらに，かかる資本

主義の問題を中国国民経済の形成のあり方の解明と L、う課題の中に相対化し，

位置づけるという方法主である七そして，従来の研究を筆者の関心にややひき

つけていえば，二つの方向がら進められて来たと考える。第ーに主として国

民革命発展の条件を探るとし寸接近の仕方であり，第一次大戦中における民

族資本を中心とした，中国資本主義の多面的な発展が指摘されて来た。次に，

国民革命によって成立した国民党政権の，物質的基礎を明らかにするという

もう一つの接近の仕方がある O 洋務運動以来の，官僚資本主義展開過程の帰

結として(むしろ1930年代に本格的に開花する)，国民党官僚資本について研

究が行われて来た。

これまでの研究を念頭におきつつ， 1920年代満州経済の諸側面の考察を通

じて如上の設聞に答えるべく，本稿もそのための作業の一環をなす。筆者は

ひき続き，同じ時期の満州について鉄道問題と財政金融問題の分析を予定し

ており，その中で次第に接近していきたいと考えている。以下に表記の如く

順次見ていくことにするが，今回は(その 1.)として電気事業をとり上げる O

1) 満州に限ってみても，列強による従来の支配の図式〔北満は帝命uロシア，南満は

日本の勢力範囲)が崩れたためにその再編成をめぐって，政治的にも経済的にも

きわめて錯綜しだ事態が永く続いた。

2) 後者の系列についていえば戦前に「中国統一化論争」があり，最近の一つの傾向

として，現代後進国問題との共通性如何とL寸問題関心がある。

3) 満州における代表的産業の一つで・あり，本稿でとり上げなかった油坊業について

は，かつて考察を加えた。拍l稿「二十世紀初頭中国東北における油坊業の展開過
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程J(~北大史学」第13号所収〉を参照されたい。また，焼鍋〔高梁酒醸造業〕につ

いては，本稿の視角からしてさし当り必要がないので省略した。満鉄調査課~i1Iiij

州に於ける高梁沼醸造業j1930年，を参照。

り
業事気電

1.治革

満州における電気事業は，その発端を帝制ロシアによってひらかれた。「清

露密約J(1896年)以下，一連の条約にもとづいて遼東半島の租借ならびに

中東鉄路の敷設経営権を得たロシアは，それまでー寒村にすぎなかった大連

を自国の政治的経済的発展の策源地にふさわしい一大貿易港にせんと企図し，

港湾施設の整備と並行して都市建設を推進した。この中で1902年10月に完成

を見た満州で、最初の発電所は本来，中鉄に付属する船渠工場の動力を目的と

していたが，余剰電力を一般市街に供給Lた。やがて，日露戦争を経て遼東

半島ならびに中鉄南満州、|支線南半部が日本に譲渡されるとともに，大連発電

所も満鉄に継承された。 1907年10月に至り満鉄は大連における電気事業を再

開するが，日本側最初の電気事業としてこれより先に旅順における関東都督

府(後に関東庁となる〉経営のものがあり，民間への供給開始は1905年 4月の

ことであった。かくて満州における電気事業は，列強の満州経営の中核をに

なった鉄道会社の付属事業として創始されたわけで、あるが，はじめに1920年

までの状況を日本側，中国側，外国側J(日本以外〉の順に一瞥する。

章末に掲げ、た第 1表(必は日本側電気事業の概汎を示す。 1920年までに16企

業(1営業所〕が17の主要都市に設立されているが，第 1に，地域的にみて関

東州租借地と満鉄付属地に集中していることが自につく O この点では1920年

代においても同様であり，中鉄付属地ノリレピンに設立された北満電気掛が唯

一の例外をなす。第 2に，日本側事業を企業形態によって区別すれば， 1920 

年現在で官営 2，満鉄直営 5，満鉄傍系 7，民営 2となる。ところで各企業

設立当初のそれは 2，4， 6， 4であり，この変化は，民営の安東電気胸と

営口水道電気怖がどちらも経営不振を理由として満鉄に買収され，あるいは
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その系列下に入ったために生じた。ここで満鉄傍系とは，設立そのものから

して満，鉄が重要な役割を果した企業を指す。満鉄が出資金の過半を受け持っ

たものが多いわけで、あるが，その場合でも満鉄は「営利的見地よりは寧ろ産

業副成の立場に重きを置いた」としづ。第 3に 3つの指標，固定資金・発

電容量・年開発電量により日本側事業の地位をみると(章末の第 2， 3，4 

表を参照)， ¥， 、ず、れの点よりしても日本側事業， とりわけ満鉄ならびにその

傍系企業が圧倒的な優位を占めている Cなお，電力運営のあり方については

後述する〉。第 4に，経営の状態を十分に明らかに出来る資料はないし，今は

比較を行う材料も欠いているため満鉄とその傍系企業に限り，若干の数字を

あげるにとどめる;第 5に，日本側事業が関東小1'1，満鉄付属地など日本の勢

力範囲内に集中したことは既に述べたが，このような限界を突破しようとす

る努力も行われている。その主要なあり方は中国側事業に投資し，そのこと

を通じて実質的に経営を掌握する仕方であったが(具体的には次節で検討す

る)， その他に， 中国側官憲、の承認の下に満鉄付属地を越えて，それに隣接

する中国側地域へ供給を拡大する方策がとられた。付属地に設立された日本

側企業の多くが，たとえ名目的ではあったにせよ日中合弁の形態をとった理

由も，ここにあると思われる。

他方で，日本側事業興隆の刺戟を受けて中国側においても，第 1表白)に示

す如く各地に電気事業がおこされていった。 1920年までに18企業の設立がな

されたが，企業数だけをとり上げれば日本側に匹敵する。中国側電気事業は
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〔出所J 1910年及び1915年については満鉄「満鉄第一次十年史J1919年， 653-654頁，
1920年及び1925年については『満鉄第二次十年史J1928年，.1022"'-':1023頁。
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第 1に，地域的には奉天省 6，吉林省、 6，黒竜江省 6と南北満州の各地に及

んでおり，また，必ずしも鉄道治線に限定されていなし、。注目すべきは奉天，

長春両電灯廠の設立である。この結果，同一地域(満鉄付属地とそれに隣接

する中国側地域〉に国籍を異にする 2企業が競合する状態、が出現するがここ

には，日本側事業に対抗せんとする中国側の姿勢が示されている O 第 2に，

企業形態をみると民営14，官営 4であり，民営企業が優勢であった。第 3に，

1920年現在の固定資金・発電容量・年開発電量の比率をみると各々， 10%， 

14%， 7 %になる O なお，経営の状態については資料を欠く。

この他に，日本以外の外国側電気事業として 7企業が，何れも中欽の付属

地に設立された(第 1表(C)参照〉。設立当初はロシア国籍のものが多かったこ

と，経営者の交代が激しかったこーとなどの点は，明らかに中鉄の性質の変化

に応じている(後述〉。

次に1920年までの電力運営のあり方についてみると，各国事業とも共通す

る次のような特徴をもっていた。①1920年現在の41企業は何れも比較的小規

模な発電設備を有し，②同一あるいは同系統の企業の場合でも相互に連系を

もたず，従って，③各企業が発電所周辺の狭い地域に供給する，というあり

方であった。要するに電力運営のあり方からすれば，小規模な発電所が相互

に関係をもたず，各所に散在していたわけである O

かくて，この時期における満州の電気事業は，企業形態，電力運営のあり

方，さらにはその用途(中心は電灯用であった〉など総じて，いわゆる「市

内配電時代」の域を越えるものではなかった，といえる。

2. 満電の創立と日本側電気事業における合理化の進展

1920年代の電気事業について日本側からみていくと，まず¥関東州，満鉄

付属地に 4企業 (4支庖・出張所ー〉の新設が行なわれた(南満州電気制を除

く〉。 しかし， これらは民営企業として出発しながら何れも設立後間もなく，

経営不振のため関東庁に買収されるか，満鉄の系列下に入ることを余儀なく

された(第 1表(必参照〉。後述する開原電気制， 北満電気掛を含めて，満州
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l事変(以下，事変と称す〉前における日本側電気事業は民営形態としては，

終始不成功であったと言わなけれればならない。ところで企業形態に関して

いえばこの時期に重要な変化が生じた。 1926年 5月，電灯電力の供給，電気

事業に対する投資などを目的に掲げて創立された南満州電気制(以下，満電

と称す〉が「電気事業統ーの企画」を打ち出し，ために，企業形態の面で日

本側電気事業の集中が一挙に進行したことである。

満電は，これまで満鉄の電気事業部門を管理していた電気作業所の分離独

立という形で設立され，その資本金2，500万円(払込2，200万円〉は全額，満

鉄の出資にもとづく。ただ，同社の創設をめぐる具体的な事情については必

ずしも明確ではなし、。満鉄の社史の語るところに従えば， 1923年を転機とし

て電気事業のみならずより一般的に，民間の事業に対する投資について従来

の方針を変更している。しかし，電気事業に即していうならば，かかる満鉄

側の事情よりもむしろ， 1920年代に新設された企業に顕著にあらわれた民営

企業の不振の問題，さらには次に検討する発送電設備の大規模化をはじめと

する電力運営方式の変革の問題など，日本側電気事業自体が抱えていた問題

点をこそ満電創設の基本的な理由として，あげるべきなのであろう O つまり，

1920年代も半ばになると日本側電気事業は経営的にも，技術的にも新たな段

階に移行すべき時期を迎え，従ってこれに即応する企業形態を要求したとみ

るわけである。さで，満電は満鉄がこれまで営業してきた電気事業部門中，

撫I1慎，鞍山両発電所を除く全ての直営事業と，満鉄がその傍系企業に行った

投資に関する権利とを併せて継承したが， 1926年中に海域電灯鮒，営口水電

糊鞍山営業所を買収した。この結果， 1930年に新設された鶏冠山出張所も含

めて，満鉄付属地における日本側事業は撫I1頂，鞍山を除いて，満電の下に実

質的に統合されるに至った。 1931年現在で，満州における日本側電気事業は

次のように系列化された。①関東庁直営の官営事業として，旅I1民金州，普

蘭庖，綾子寓(以上は関東州)，②満電の系列に入るものとして，大連，安東

(及び連山関，鶏冠山出張所)，奉天，長春，鞍山(及び海域出張所〉の直営

の各支匝，傍系企業として営口水電側，鉄嶺電灯局少遼陽電灯公司，瓦房匝
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電灯掛(及び熊岳城営業所)，大石橋電灯制，四平街電灯制，開原電気胸:公

主嶺電灯脚(及び、郭家匝支陪)， r古家屯電気制(以上は満鉄付属地)，③その他

に，ノリレピンに民営の北満電気制，満鉄付属地に満鉄の撫!I原，鞍山発電所。

第 2表によれば，これら日本側事業の固定資金は1930年現在で42，491C千円)

であるが，この数字は1920年現在のものと対比すれば1.4倍にあたる O 同時

に，それは総計中の70%を占めているが，そのうち満電(傍系を含めて〉の

分が21，653C千円)で日本側合計中51%，総計中36%，以下同様に満鉄の分が

1l，940C千円〉で28%，20%，その他日本側企業の分が 8，898C千円)で 21%，

15%となっている。

とれより先，電力運営のあり方についても画期的な変化が起った。この側

面における集中の方が企業形態におけるそれよりも時期的に先行したのみな

らず，集中の程度もより大であった。一方では発電設備の大規模化が，他方

第6表 日本側主要発電所の設備増加状況 (単位 KW) 

満鉄

撫第順rl第同 21鞍 山 大第連~I 第同 2 1安東 1長春 隊
口

1 9 2 0 400(2) 

1 9 2 1 3，000(2) 

1 9 2 2 12，500 5，000 1，000 

1 9 2 3 1，500 1，000 

1 9 2 4 5，000 1，000 

1 9 25 

1 9 2 6 5，000(2) 

1 927 

1 9 28 12，500 

1 9 2 9 16，000 

1 930 

5叫 47刈 26，000 11，5001 26，00 2，800 
ぷIゴふ 1，000 

88，500 46，300 

〔出所〕 第1表と向じ，鞍山のみ前掲『満鉄第二次十年史j748頁。
〔注〕 撫順第1及び鞍山は，増加を行なった年度を記載していなし、。なお，注21)

をも参照。
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では送電連系の形成が，進行するわけである O まず1922年 7月，ほぼ同時に

完成をみた満鉄の大連，撫順の新発電所をはじめ，第 6表に示す如く主要な

発電所において大規模な設備の拡張が進行し，発電容量は飛躍的に増大した。

第 3表によれば1930年現在で日本側事業の合計は 161，900KWであるが，こ

れを10年前の数字と対比すれば 3倍以上に達すQ。同時に白，この数字は総計

中の75%を占めているが，そのうち満電(傍系を含めて〉の分が49，500KWで

日本側合計中31%，総計中23%，以下同様に満鉄の分が90，900KWで56%，

42%，その他日本側企業の分が21，500KWで13%，10%となっている。とり

わけ，日本側の 8割近くを占める 5発電所(大連 2，撫11原2，鞍山〕の存在

同大きかったといえあ O そし

て，かかる大規模発電所を拠

点として，新たに送電連系の

構築がやはり 1922年にはじま

るのである O 同年2月に完成

した撫順・奉天間29.9kmの送

電線以下，第 7表に示す如く

である O これにともない従来

の小規模発電所の大部分は閉

鎖され，あるいは予備に切り

換えられるか，変電所に転換

庄
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撫順・奉天 22.2 29.9 

大連・金州 22.6 27.8 

大石橋・営口 24.3 22.0 

奉天・遼|湯 24.7 64.3 
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〔出所〕 前掲「満蒙に於ける電気事業解説J33 
-44頁。

した。こうして1922年を起点

とする発送電体制の変革を通じて，日本側電気事業における電力運営のあり

方は従来と一変することになり，次の 6系列に統合された。①大連発電所の

系列として開発電所より受電することになったもの。大連，旅11頂，金州、1，普

蘭庖，綾子宮，瓦房屈。②営口発電所の系列。営口，大石橋。③安束発電所

の系列。安東。④長春発電所の系列。長春，活家屯，公主嶺，草1¥家庖，四平

街。⑤鞍山発電所の系列。鞍山，海域。⑥撫順発電所の系列。撫11贋，遼陽，

奉天，鉄嶺，開原。⑦その他，従来の小規模な発電設備を保持したものとし
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第 8表満鉄・満電直営事業営業収支(単位千円〕
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υU 
支入収

1915 837 434 52 403 1923 4，080 2，475 61 1，605 

1916 961 476 50 485 1924 4，039 2，165 54 1，874 

1917 1，200 696 58 504 1925 4，干53 3，023 64 1，730 

1918 1，529 938 61 591 1926 4，486 2，571 57 1，915 

1919 2，064 1，455 70 609 1927 6，546 3;775 58 2，771 

1920 2，792 1，970 71 822 1928 6，774 3，878 57 2，896 

1921 3，433 2，121 62 7.426 -4;153 56 3，273 

1922 3，819 2，440 64 1，379 11 1930 6，923 4，056 59 2，867 

〔出所J 1925年までについて前掲『満鉄第二次十年史J1022-1023頁， 1926年以降につ

いて前掲『満蒙に於ける電気事業解説J26頁(補注 2を参照〉。

第 9表満鉄傍系企業の営業状態 (年配当率〕

|営口|鉄嶺|遼陽(瓦房応|大石橋|四平街|公主嶺(磁屯

1922 上 8% 無配当 10% 10% 12% 10% 10% 無配当

ノケ 下 // ノア // グ // // ノア グ

1923 上 10 ノケ // ノゲ // // // ノア

ノア 下 // // 12 汐 ノア 8 グ グ

1924 上 ノア // 10 // ル' グ ノア ノア

// 下 グ ノケ 12 // ノケ バY ノア ル'

1925 上 ノア グ // ノア I! // 12 // 

// 下 ノγ // ノア λy 10% グ ノク // 

1926 上 必F // // // // 9 ノア // 

ClI:l所〕 前掲『満鉄第二次十年史J950-961頁。

て熊岳城，連山関，鶏冠山，北満電気制。かくて，企業形態及び電力運営方

式のニ側面において集中が進んだわけであるが，続いてかかる合理化の進展

と経営状態との関連を間わなければならない(なお，発送電体制の変革は必

然的に年間発電量の飛躍的増大を結果した。第4表によれば1930年現在で、日

本側事業の合計は43，397C万KWH)であるが，これを10年前の数字と対比す

れば 3.6倍にあたる。同時にこの数字は総計中の86%を占めているが，その

うち満電(傍系を含む〉の分が13，377て万KWH)で日本側合計中31%，総計中
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27%，以下同様に満鉄の分が25，826(万KWH)で59%，51%，その他日本側

企業の分が4，194(万KWH)で10%，8%となる〕。

第 8表ーならびに前掲の第 5表は満電直営事業の(¥，、うまでもなく 1925年ま

では満鉄，次も同じ)，第 9表は満電傍系企業の， 営業収支ないしは年配当

率を示す。 ところが， 第 8表は1926年以降各支庖別の数値を欠き， 第 9表

は1926年上半期までの数値にとどまる。肝心の1926年以降について資料上の

制約が大きいわけであるが，直営事業からみてし、く。一つの基準として収入

100に対する支出の割合の年次的推移をみる限り， 1926年以降における経営

状態の一定の前進を認めることが出来る。また，満電が1928年 7月， 1930年

2月， 1931年 6月と三度に豆り値下げを実行したことも，経営状態改善のも

う一つの根拠になるものと思う O ただその程度が必ずしも大きいものでなか

った理由は，次節に詳論する中国側電気事業との対抗関係の激化にあった，

と考えられる。次いで傍系企業の方は第 9表にあらわれている限りで，その

経営状態は一般に良好で、あり， 1920年以前の時期と比較しでもかなりの前進

がうかがわれる(注 7参照〉。

以上， 1920年代の日本側電気事業についてその企業形態と電力運営方式の

変化，及び経営の状態を概観してきたがこれまでのところ，きわめて順調に

発展したかの如くである。しかし，それはことの一面にすぎないのである。

何故ならば第 1に，今や日本側電気事業は関東川、1，満鉄付属地においてはい
28) 

わば飽和状態、に達し，従って当初から存在した地域的限界がし、よいよ露わに

なって来たのである。第 2に，かかる限界を突破せんとするあれこれの努力

も，中国側の対抗的姿勢の強化により当面，阻止されることになった。しか

も第 3に， 1920年代に入ると中国側電気事業が急速に勃興するがそれにとも

ない，日中両国企業が並存する地域において，かつてない激しい競争が出現

することになるからである。以下にわれわれは，地域的限界をっき破るため

の日本側の方策であった中国側事業に対する投資，及び、付属地を越えた供給

拡大の実情について簡単に検討を加え，さらに節を改めて，中国側事業勃興

の様相とそれがもたらした日中対抗の局面をみていくことにする。
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第10淡により院本側の投資について，一応の滋!匂をつかむととが出来る。

現実に設資が行われたのは10件で¥その金額は判明する分マ80万ら千内であ

るが，半数の 5件を鍛嶺電灯局が点めていること，投資の時期が1910年代未ー

から1920年代初めに集中し， 1920年代半ば以降にははっきり後退しているこ

となどが住白される O まず，投資の主体としては欽嶺櫨灯局の外ic満鉄 2件，

議電，朝鮮鋭仔，東洋拓殖隣各 l件となっている。鉄鎖電灯局はその資金の

ほとんど全部を構鉄に仰し、でいたわけでありく誌5参照)，従って中閣議事業に

対する阿社の積極的な姿勢の意、務長ずるところ合，いわば、構欽の別働隊として

の行、動であったと解することは，決して不当ではあるまし、ところで，これ

からの日本側各企業により投資が持われる場合には通常，

ル' 1927 

公主主復気公湾 I1918 
裕葱 汐 i 1919 
銭円 電 灯 j厳 j グ

グ I1921 
赤 総電灯綴

遼〉

日本の投資〈単位千内〉

ったが符様の給楽に

11 

グ

東拓c 投資をめ

〔出所〕 務?裟(乱第1表(c)と向じ。ただし長君事官軍灯療について前掲『満重要に於け

る電気家業解説J9頁，公益電気公可について前織 F満州に於ける電気考繁栄

綾説JI285頁e

〔注 7窓門警護灯織はや霞叙!J事業では沿いが， 尽本側の投資が行われたので、ここに念
めた。
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産並びにその他一切の権利をま区保とし，年9%程度の利患を徴する外に技術

及び経滋の監督権を留保すでることが，条件とされた。それにもかかわらず，

る臼ヌドの投資は一つの成功の事例すら瀦さなかったので、

ある。すなわち，日本側jでその懇醤を実質的に掌譲し得た七のは事業として

は成功完全ず(葉興電気(綾}の場合k逆に事業自体は成功じたが，日本側で経

し得なかるったもの〈長森電釘廠の場合〉もあった。その他，企業設

立憲前にや儲側官憲に臨止さがたケース〈公益電気公司，赤蜂電灯織の場合〉

などもあるが正失敗の基本的な漂白として， I我が経常並に技術上の鷺督不

徹底に出るものjであったとされてρいる〆なお，日本{磁の投資が1920年代後

半に後退していること，その際むしろ摘寵il!Uで捺苓ずるケ…スが多か勺たこ

とについては，鴎豊篭気公時の場合に明記されてL、るように，日本側からの

ど差是定の条件について合意するこ cが翠難な状混に立ち至ったこ

と〔後述する19お年n}j公布の「電灯公司工廠立製規貝柱Jを参照)，それに加

えて，俄潤企業に対する投資とL、う従来のあり方でもっては，さ当詩の日中鰐

国電気事業の非妥協幹な競争の激化という基本的な状況そ変えることは出来

ないと、ずる，民本側の耗新にもとづくものと思われる。この;意味で， 1920年

代後半において日本il!ljが投資を行った唯一の事例j合なす華輿電気(目立〉の場合

も，決じて鈎外ではあり得ない。さらに1920年代後半になると，もう一つめ

方策である付属地外への供給拡大の方もや関側のまま抗な受けることになる。

餓岳妓域内〈中国側地域〉への送電を中露側が匝止した問題は新設のケース

であるがく1925年)，従来黙認して来た公主嶺の場合，正式の滋認な経てし、な

いこときと理路に既設電灯(付属地外の分〉金協の撤廃を婆求し，

紛の拒否にもかかわらず現実に消費者より消灯取込みが相継いだため，還に

全電灯を休止するところまで追い込まれたく1929年〉。このような次第であっ

たから，事変後出較された資料の中に見られるさ当時を罷想、した次のよう

も，必ずしも過大な誇張とはいえないわけである。

f溝識は既に満州の電気界に於τ王座を占めく中略〉資本と技術に於ては

L，帯状たなす満鉄勘繰満額の鶏には最早満足に得ざりし
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に拘らず，如何せん上述の如き圧迫を蒙り(中略)付属地以外に於てはー灯

を点ずること，一柱を建てることすら能はず、真に牌肉の歎に堪えなかったの

であるJ。

3. 中国側電気事業の勃興と日中対抗の局面の形成~

ふたたび第 1表白)により 1920年代の中国側電気事業の趨勢をみるとき，-相

継ぐ企業の新設がまず¥白をひ点。ロシア人経営の企業を買収したもの(福

盛電灯公司，阿什河電灯(股))を含めると実に32企業8分廠(支庖)・支廠(出

張所〉の多きに達し，しかもその勢いは事変に至るまで衰えを見せなかった

のである。これらの新設分に1920年までの18企業を加え，その中から閉鎖

(西豊電灯公司，耀東電灯公司，普照電灯公司)，休業 C裕豊電灯公司)，買収

(耀浜電灯公司)，分廠に移行(昂々渓〉などこの時期に減少した分をさし引

くと， 1931年現在で52企業 9分・支廠となる O ブームとも名付くべきこのよ

うな状視の出現には，何らかの契機の存在を容易に予想し得るとこるである

がそれはともかく，ここでは地域的分布と企業形態の区分をとり上げる。地

域的な普及の度合いをはかるため，各省ごとに企業の存在する県の数を示す

と奉天省は26企業が59県中19県に(ここでは分・支廠をも企業とみなす，以

下も同様)， 吉林省、は21企業が41県中16県に， 黒竜江省、は13企業が42県中12

県に，熱河省は 1企業が15県中 1県に，満州全体では61企業が 157県中48県

に存在することになる。続いて企業形態の面では，依然として民営企業が大

多数であったこと，官営企業のほとんどのものが各省官銀号の出資，経営に

よるものであったことなど大きな変化は見られなし、。官営企業は新設(四平

街電灯(股)，八道援電気廠，ハノレピン電業公司，安東電業公司)，民営を買収

(宝華電灯公司，長春電灯廠，永業電灯廠，海倫電灯廠，昂々渓)，これに従

来の分を加えて12企業 9分・支廠となる。

さて， 1920年代における中国側電気事業勃興の契機は，いわゆる旅順大連

回収運動であった。 1923年 2月に始まり同年4月から 8月にかけて最高潮に

達したとの運動は"中国におけるボイコット運動の歴史的展開の中で、新たな
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段階を画した，といわれる。その際，満州|ではスローガンのーっとして「電

権の回収」が呼号された0' ただし，このスローガンが提出されたのはこの時

が始めてではない。 1910年代末に行われた中東鉄路回収運動の中に既にみる

ことが出来る。すなわち，ロシア革命後，東北地方政権(張作謀政権〉の手

により中鉄の回収が進むにともない，旧中鉄付属地における「電気事業経営

権をも同時に回収せんとするの議Jが起ったので、ある。具体的にいえば第 1

表(clに示した外国側10企業(1920年代に新設された分を含む〉の十うち，中国

側に買収されたもの(ハイラル電灯廠，プマーギン，ツァメンスー)，同一地

域に中国側企業の設立が行われた場合，中国側官憲の圧力に屈して閉鎖に追

い込まれたもの(華東電灯公司，安達市自治団〉など半数の 5企業の回収が

実現した。〉この中で中鉄並びに同付属地の性質の変化，すなわち治外法権的

性質の喪失によりその立場が弱体化した，ロシア人経営の凋落ぶりが目立つ。

そして，中鉄回収運動の必然的な継続ともいえる旅大回収運動を経ることに

より，単なる外国側企業の回収から進んで，既に延べた如き電気事業の「ブ

ーム」が出現することになる。こうしてみると後述する日本側事業との対抗

もこの延長線上にあった，とみなければならない。すなわち，利権回収のほ

こ先がまずロシアに，転じて日本に向けられたということであって，問題を

単純な「排日姿勢J(当時の日本側文献の多くが強調している〉に解消するこ

とは出来なし、。次に述べるこ，三の点はかかる判断をさらに補強する。そし

て，利権回収運動を始めとする中国側電気事業勃興の契機にかかわる諸事実

の中に随所に見られる，張作震政権の一貫した，積極的な姿勢を併せ考える

とき，張政権には自前の電気事業を育成しようとする明確な構想、があった，

と想定することも可能である O

まず， 電気事業にかんする法律の制定がある。張政権は1925年11月， I電

灯公司工廠立案規則」を公布した。同法はまず，満州において電気事業を経

営する者に対して既に農商部(中央政府の〉に登記済のものであると否とを

問わず，全て一律に奉天実業庁の設立許可を得，改めて登記すべきことを義

務づけている(第 1条〉。同法にはまた， I資本を募集するときは中国人の出
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資のみを許し外閑人の入ることを許さず，立に違反したときは其営業を停止

し主主之た処罰すJ(第 3条)，城における資力ある商惑の保証惑を具備して

終何等諸に外霞資本合流入する事務なきこときと保証せしめJ

一年間の決算会為したる後営業状おに付き表を作成して之宮実業庁に報告し

くること く第11条〉簿:の条文がみられる。物論その遥

用は関東チ1'1，満鉄付緩地には及ばないわけであるが，持法制定の限目が中露

る厳替の強化と，少なくとも付属地外の電気事業にかんす

る限り外関資本を排除すること，のニ点にあったことは明瞭である。さらに

1929年12月になると或立関もない悶民党政権が，r民営公共事業監督条例Jな

ど一連の法令を発布するがそこでも，外国人によって持われた既存の投資を

極力回JlX.f;こつとめるべきことが強調されてし、る。次いで，中霞電気側事業に

は企業形織として民営のものが畿勢であったことは既に述べたが，このやに

は官僚，とくに高級宮僚の出資によるものが少なからず存在し，また，民営

とはいってもその成立の事情をみると f官の主唱Jにjちじ，戒は務務会，儲

ど地域の経諦屈体が中心となって設立されたものが多いのである。こ

うした民営企業の実体拭 3 表極的な官営企業の比護以上に官の役割を霊視す

べきことを示している。官僚の投資によるものとして錦察電気(股)，通遼，

滋南電灯嬢〈以上は呉俊陸)，寧安県並びに海城県の裕民電灯綴〈郭松齢一族)，

燦浜電灯公司〈孟思迷)，法庫県竜灯蛾(楊字逗)，緊感濃電灯寂〈張郁文〉な

どがあり，地域の綻済sfl体がや心となったものとして義採電灯廠，

公司，海城県の裕民議灯廠，普照電灯公司，扶余電灯(股)，品隆議丈J(股)，

機電;I:T公司などがある。

それでは中鉄並ひ、に旅大間収連動をその勃興の契機とし，張作霊祭政権の積

機的な後援を符景とした中爵傑電気事業の様相は，いかなるものであっ，たか。

第11畿は前掲第2，3， 4畿に若干の主民主主プ施し，中醸鵠事撲の趨勢もうか

がうに使ならしめんと Lたものである。情表{的は満州の電気事業全体に占め

る中韓仮uの比重の変化を表わしているが，.1930年現在の閤定資金戸発電容量，

年関発常盤の伺れもが1920年代初頭に比して，格段の増加を示している。
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第11茨 cþ~察側窓気善事業の発燥についての指襟

獄中関根)j1企業当り
神企業数

1910 13 10 I 12 172 233 '日4 3 

1915 18 8 254 500 54 ? 

1920 10 14 7 213 429 53 17 

1925 15 20 12 280 91 32 

1930 30 25 1ヰ 353 1，042 135 52 

〔出所〕 第1の(c)" 2.， 3， 4表により作成。
〔法〕 自家用及び外国側(日本をi徐く〉企業の分合無視した。

なわち，回定資金は10芦ぎから30%に，発電容最は14%からお先に，年関発電

7%から14%になった。中国昔話電気事業の発展のテンポが， 日本{磁のそ

れな凌ぐほどのものであったことは明らかであるc また，中国側事業の前進

のもう一つの罷として警企業規模〈従って発篭務量〉の拡大が進んだことも

関様(b)により示されている C そしで，これらの前進が1920年から1925年の詩

に鶏まったことも磯認し得る。ただしその場合，官営企業と民営:企業との関

の格差に留意する必要がある。

、て資料電r欠く資金の欝はおいて，その設備の国語ど見ると侭

れもかなりの設備投資を行い， 13本側企撲にも劣らない発電務量を:有するも

のもあらわれて来た。 i遼寧〈奉天〉電貯廠は1923年に 2，500KW1令を増設し

た外， 1930年には新発電所な建設してそこに 5，OOOKW1台を据え付けたc

八道壌電気廠は設立当初は 3，200KW1台であったが， 1926年に問量のもの

1台を増設した。ハノレピン議業会可は設立当初は 2，OOOKW2台にすぎなか

っl":lJ勺 1929年に 6，OOOKW1台を増設した。さらに， これ

によりそのスケールの点で諸白木1J!ljtと及ぶべくもないとはいえ，送電連系の

3与野で開始されたことを併必て指摘し長ければならない。中で、も八

嬢電気織のそれは，鳥山，北鎮，新民 3燥の 8地点に及ぶものであった:

、次に経繋状態についてであるが，設立後日の浅い企業が多かったこともあ

って依然として十分な資料を欠いている。われわれが依拠すやる資料には取に
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経営状態が良好であるとか，不振であるとか記されているのみである。第 1

表倒によれば，その経営状態が良好とされているもの13，不良とされている

もの20，記載なきものおとなっている。経営不振の場合，その理由として老

朽化した設備を購入したことから来る不利，及び中国人技術者だけではスム

ーズな運営が行われ難いことなどが問題点として指摘され，これらを改善す

るための資金が不足していたというケースが多かったようである。ただ，こ

こでも資金，設備共に比較的条件のよかった官営企業が，やはり良好な業績

をあげている。たとえば遼寧電灯廠の場合， 1926年に約70万元， 事変後の

1932年においてさえ約位万元の純利益をあげているーし，長春電灯廠の場合，

設備増加のたびに朝鮮銀行その他から資金の借入れを行っているがそれを遅

滞することなく返還し， 1928年には18万元の純利益をあげている。

かくて， 1920年代の中国側電気事業は多くの点で一定の前進をなしとげ，

若干の点で初歩的ではあるが注目すべき発展をその中に含みつつも全体とし

てみれば，小規模孤立発電所を特徴とする「市内配電時代」からやっと?歩

を踏み出したばかりであった，といえよう。従って，大規模化並びに集中化

を特徴とする日本側電気事業とはその発展段階を異にしていたといわなけれ

ばならないがそれにもかかわらず，これまでみて来た日中双方の事情にもと

づき， 1920年代後半になると両国間の対立が激化することになる。その主要

なあり方は奉天，長春，四平街，海域，ハノレピン，安東など両国の電気事業

が並存した地域における 2企業聞の競争とし、ぅ形をとったのであるが，以

下に安東とハノレピンの事例をとり上げる。同一地域において 2企業が競合す

る事態を専ら電気事業に即して経済的観点からみた場合，その極端な不合理

性についてはいうまでもないことであるがむ Lろ，そのことにあらわれた半

植民地企業固有の問題性をみるべきであろう。両国の電気事業が並立した地

域は，何れも政治的，経済的に最重要な地域であったことを想起しなければ

ならない。

1931年 2月に安東電業公司が開業するまで，安東における電気事業は，そ

の経営主体に民営の安東電気掛 (1907年12月設立)，満鉄安東営業所 (1911年
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1月設立)，満電安東営業所 (1926年 6月改組〉 とし、う変遷をみたものの，

一貫して日本側のになうところであった。日本側は付属地に隣接する中国

側地域にも供給を行い，電灯に限ってみると満電の場合，付属地内外合せて

56，800灯のうち約37%に相当する21.，000灯は，付属地外の分であった。いく

度か計画を立てられながら，実現をみることのなかった中国側の手になる電

気事業創設がやや具体化するのは， 1925年のことである。その後，安東市政

等備処の設置 (1929年 3月〉とともに，同処は電気，水道等の公共事業につ

いては自らの行政権の下に置くことを決定したが，この措置はまた，省政府

の指令に応ずるものでもあった。翌年 3月発電所建設に着手し，一年後に開

業の運びになるが，資金の大部分を束三省官銀号よりの借入金に依存してい

た(全体の金額は不明)。

この間，日本側では極力この計画を放棄させるべく，同一地域における 2

企業並存の不利を説きつつ報効金の支払い，或は電力売買による妥協を提案

するなどさまざまな働きかけを行っている。結局これらの試みが徒労に終る

と，満電は安東電業公司開業を目前に控えた1931年 1月，料金を大幅に改訂

した。中国側の機先を制せんとしたわけで、あるが，その要点は付属地外に限

り料金の建値を金建から銀建(現小洋建〉に改め，しかも金額を「支那側の
58) 

追従を許さざる程度に迄低減J(実質上，従来の半額以下〉したことにあった。

他方，中国側も開業の前後において，市政委員，商務会董事など官，商界の

有力者が率先して新公司への転換を鼓吹し， I愛国団」と L寸団体を組織して

戸別訪問による勧誘を行うなど，活発な動きをみせた。この結果，付属地外

の電灯数に限ってみれば満電側10，500灯，新公司側16，300灯(満電より奪取

した分10，500灯，新規の分 5，800灯〉となり，中国側が優位に立つに至った。

しかしこの両者の抗争は，事変の勃発によってその帰趨を見定める暇もなく，

わずか 7カ月で収束せざるを得なかったので、ある。

次に，ハノレピ γにおける北満電気制(以下，北電と称す〉とハノレピン電業

公司との抗争は，その起源をさかのぼれば1919年以来のことである。実に10

年以上も継続したわけで、あるが，日中双方の抱えていた条件とじう点からし
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プ亡安東におけるそれとはやや呉たる面をもっO というのは，安東においては

付属地の日本供ij企業と付属地外の中国側企業との競合であったが，ハルピン

においては全く同ーの地盤，すなわち中国側の地盤の上での抗争ーであったこ

とである。 Jさて，日本の勢力範囲外における唯一の電気事業であった北電は

1918年 4月に設立された。その資本金60万円は社債の引受とし、う形で，全額

東拓が出資したものである O 北電が創立された当時，ハノレピン市内の電気事

業は各国人の自由営業とされ， 20余の発電所が乱立する状況であったが，創

設の当初からハノレピンの電気事業を日本資本の下に統一するとし、う構想、をも

っていた北電は，まず最も有力な発電所 2カ所を買収するなど業務を拡揺し，

たちまち全市需用の85%を占めるに至った。そして，北電はこの頃，日本資

本の進出が末だ始まったばかりであった北満第一線における，日本側企業の

最有力なものと目されたのである。

ところで，この年ノリレピン市会は 3 岡市における電灯及び電車事業経営に

関する独占特許権を中鉄当局より獲得し，最初は自ら経告に当らんとしたが

財政的条件を欠き，ために民間の企業に経営を委任することに決定し，翌1919

年に競争入札を募集した。このとき応募したのは北電の外に，1北満産業J(白

系ロシア)，ゼネラノレ・エレクトリック・カンパニー〔アメリカ)，及び東拓の

4社であった。市会では一旦ほ北電への委任決定を行ったものの，正式契約

の直前になって割り込みを図った中国側の「商団」の圧力に屈し，翌年5月，

改めて「商団」への委任を決定したのである。これを受けて「商団jは直ち

にハノレピン電業公司を創立した。この「商団」なるものがその名目はどうあ

れ?吉林省政府，従って張作震の意を受けたものであったことは，その後の

事態の推移をみれば明らかである。そLて，中国側のかかる強引な割り込み

を可能にした条件として十中鉄回収の進行にともなうハルピン市会の立場の

弱体化があったことも容易に想像し得る(注61参照〕。ところで，ハルピン電

業公司の開業のための準備は，北電側の裏面での工作がその後も続いたこと

に加えて，電業公司自体が資金調達の問題を抱えていたため大幅に遅れた。

漸く開業にこぎつ吋たのは1927年10月のことであった。企業形態としては官
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商合弁を目指していたが，民間資金の招募が思うに任せず結局，資金の式部

分を吉林官銀号の出資に依存することになったO この間，北電に対しても借

款の申込みが二度行われたが，あくまで日中合弁を最低限の条件とする北電

側の対応により，不調に終った。

かくて，ハノレピン電業公司の開業とともに，日中両国電気事業聞の抗争は

いよいよ具体化することになるがこの場合も，安東におけると同様に「経済

的打算を超越」して料金のヲlき下げを競う，とし、う形をとったO この競争の

いわば中間的な結果を若干の事実
第12表 北電の営業状態

によって示すと，まず1932年現在 (単位円〉

の供給電灯数は北電97，000灯，電
入|減収額|減収歩合68) 

業公司 155，000灯となっており， 1927 

その限りで中国側が優位にある。 1928 430 306 42% 

1929 391 345 47 
続いて，北電の経営状態をあらわ

1930 337 399 54 

す第12表によれば，年々悪化のー 1931 217 519 71 

途を辿っている O このため株主に 〔出所〕 満州電気協会『満州電業株式会社

対する無配当が続いたのみならず，
設立の経緯JI1939年， 103頁。

東拓が引受けた社債の償還並びに利払いは全く停止された。他方で電業公司

の経営状態をあらわす資料はみることが出来ないが，中国側では北電との抗

争と並行して，かねてからの目標であるハノレピン電気事業の統ーを推進した。

すなわち，スンガリー製粉会社(1928年)，中鉄，秋林商会(1929年)，耀浜電

灯公司(1930年〉というように主要な発電所(自家用との兼用を含めて〉を次

々に買収し， 1930年には北電を除く全ての電気事業をその傘下におさめるこ

とに成功した。北電に対しでも二度に豆り買収を申し出ているが， r満州に

於ける我が権益擁護の強調されつつあった折柄，同社(北電をさす〉は利害

を顧る暇もなく厳然としてこれを峻拒した」と L、ぅ。

ところで，単なるー企業の利害の範聞を越えたともみられる，北電の強硬

な対応の背後に満鉄の存在を見逃すことは出来なし、。満鉄は， r北満に於け

る邦人工業勢力保持の国家的見地からして，会社(北電〉に対し有形無形の
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援助を与えたJ(傍点は引用者)。満鉄が行った援助の内容は不明で、あるが，

いうところの「国家的見地」なるものに注目したし、。そもそもハノレピンにお

ける北電の成否は，それ自体としては満州における日本側電気事業の「地域

的限界」を突破し得るか否かの試金石であったといえるが，今や問題はそれ

にとどまらず，北満に対する列強の新たな進出と中国側の対応という，より

大きな問題が立ち現われて来るように思われる。それというのも満州支配の

再編成をめぐる列強の角逐の中でも j ロシア革命後一種空白の状態(中国も

含めて，いずれの国の勢力範囲とも確定し得ない状態をさす〉になった北満

こそ，その焦点をなしていたからである。電気事業における抗争がかかる問

題性をもはらむものであったとする把握が，決して飛躍したものでないこと

は他の産業部門に対する検討が進むにつれて，次第に鮮明になって来るはず

である O

以上に1920年代満州、|における電気事業の動向について，はじめに述べたわ

れわれの視角から整理して来たわけであるが，そこにあらわれた特徴を次の

ように要約することが出来る。第 1に，満州における電気事業を一貫してリ

ードした日本側事業は，電力運営の面で合理化を進め，それに照応する形で

満電による日本側企業の実質的な統合が行われるがその意味でも，また「地

域的限界」に直面したとし寸意味でも， 1920年代に新段階を迎えた。第 2に，

二度の利権回収運動を契機に勃興した中国側事業は，未だ初歩的な発展段階

を大きく越えるものではなかったとはいえその中で，各省、官銀号の投資にも

とづく官営企業の発展には見るべきものがあり，電気事業に対する張作寡政

権の姿勢にも一貫性，積極性という点で，目ざましいものがあった。か〈て

第 3に， 1920年代半ば以降に顕著になる，電気事業における日中両国の対抗

関係の発展は本来，電気事業に即していえば「地域的限界」を打ち破ろうと

する日本側と，自前の電気事業を育成せんとする中国側との対立のあらわれ

であったが，そこにはまた，ハノレピンのケースにあらわれた如く満州をめぐ

る列強の角逐，とりわけ北満に対する日本の進出と中国の対応という事情が，

強く反映していた。
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最後に，電気事業とその他の産業との関連についてー言したし、。見らるると

おり本稿では電灯事業を中心にとり上げて来た。その直接の理由として資料

上の制約をいわなければならないが，このことは1920年代において電気自体

としては，未だ電灯事業が中心をなしでし¥たことを示すものと思われる。従

ってこの問題については，検討の時期を事変後に移して解明されなければな

らないが，以下に二，三の点を指摘しておく O まず，用途別の供給電気量を

示じた第13表によれば，産業用電力の供給は 7カ年平均で77%を占めて七九る。

第13表用途 別供給電気量〔日 本側〉

L単位万KWH)

灯 i電 力|電 鉄 l合
'い
t
t

一日一一日

1924 3，440 9，922 1，228 14，590 

1925 3，640 11，064 1，326 16，030 

1926 3，449 15，397 1.285 20.131 

1927 4，172 18，426 1，725 24，323 

1928 4，665 21，230 1，654 27，549 

1929 5，166 27，065 1，890 34，121 

1930 4，765 30，993 1，868 37，626 

比

指

17% I 77% I 6% I 
139 312 152 258 

1928年までは満鉄調査課『満州産業統計(昭和4年版U 1929 
年以降は『向上〔昭和5年版)jによる臥
日本側といっても， この中には本渓湖煤鉄(有)， 奉天電車脚，
北電，華興電気(股)の分を含む。比率は 7カ年の平均，指数は
1924年を 100としたもの。

100% 

〔出所〕

〔注〕

同表の数字は日本側事-業に限られ，自家用の分(その中には満鉄撫順炭砿，

鞍山製鉄所など大規模な発電設備をもつものがある)を含むと b寸制約をも

つがそれにしても，電気事業の中心が産業用電力iζ移りつつあったことは

1924年を基準とした指数から見ても，明らかであろう。次に，言うまでもな

く電気は石炭と並び称されるエネノレギー資源であり，その点からする電気事

業とその他の産業との相互関係を考察しなければならないが，例えば長春の

電気事業が同地の製粉業の発達を助長したことが指摘されている。さらに。
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この産業用電力の部面でも，既に中国側の対抗的な姿勢がうかがわれるので

ある O

1) 中国全体の電気事業について概観したものとして，満州電業(股)調査課『中華民

国に於ける電気事業J1935年，を参照。

本稿では自家用供給を主にし，兼ねて一般供給事業をも行ったものは満鉄関係

を除いて，原則としてとり上げない。満州電業側調査課『満州に於ける自家用発

電所J1935年，を参照。なお，事変前における電気事業は全て，主に石炭を使用

する火力発電であったが満鉄では，将来の開発に備えて水力資源の調査を進めて

いた。満鉄『満蒙ニ於ケノレ電力資源ト其経済的考察J1931年，を参照。

2) 以上について満鉄「満鉄第一次十年史J1919年、 643頁，満州電業制調査課「満州

に於ける電気事業概説J(以下， ~電気事業」と称す) 1935年， 1-2頁。その改訂

増補版として「満州に於ける電気供給事業概説J(以下， ~電気供給事業』と称す〉

1937年，がある。電気事業については，典拠をこの二著に求めることが多いわけ

であるが，以下，各個別企業をとりあげる場合とくに注記しない限り，この二著

による。頁数について， EI本側は第 1表0.)，中国側は同じく (B)，その他外国側は

同じく (c)の「頁数欄」を参照。

の ここでは自ら発電設備を有するものを企業とみなしてし、る。営口水電側鞍山営業

所はその所要電力を満鉄鞍山製鉄所より購入した。

4) 安東について前掲『電気事業J95頁。沢口について前掲『満鉄第一次十年史J682 

頁によれば，同社の 4万株中，満鉄が 2万2，000株を引受けた。

5) 前注で、述べたJp~ 口を除いて各社の全株中，満鉄の所有する株数を示せば，

鉄 主主 1，450株(1，500株中〉

遼 |場 1，000株 (2，000株中〉

瓦房広

大石橋

550株 (1，000株中〉

550株 (1，000株中〉

四平街 900株 (7，000株中〉

公主嶺 2，000株 C5，000株中〉

満鉄『満鉄第二次十年史J1928年， 949-955頁。

6) 満鉄『満鉄三十年略史J1937年， 608頁。

n 直営事業について第5表を参照。傍系企業について，前掲『満鉄第一次十年史」

653-654頁， 682ー684頁に各企業の配当を記載している。営口(4-5%)，鉄嶺

(3-6 %)，遼楊(6-10%)，瓦房応(6-8%)，大石橋(6%)。四平街並びに

公主嶺は設立直後のため記載がない。

8) 前掲「満鉄ー第一次十年史J638頁。

9) 満鉄付ー属地に設立された企業のうち， rr~1秘主直営事業:を除L 、て日中合弁の形式をと
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らなかったものは， 1920年代に設立された分を含めてわずかに関原電気制，大石

橋電灯脚，海域電灯制の 3企業のみである。満鉄調査課『満蒙ニ於ケノレ各国ノ合

弁事業J(第 1輯)， 1922年， 54-55頁。

10) この中には， ロシア人から買収したノ、イラノレ電灯廠を含む。

11) 官営とは本来，省営(省政府の経営〕あるいは県営(県政府の経営〕を意味する

がその内突をみると，各省、の官銀号〈省中央銀行をさす〉が出資並びに経fきする

ものであった。奉天電灯廠は束三省官銀号，チチハル，ハイラル各電灯廠は広信

公司，緩化電灯廠は黒竜江官銀号の出資，経営による〔なお，広信公司と黒竜江

官銀号は1919年に合併して黒竜江省、広信公司に，さらに1930年に改組して黒竜江

省官銀号になる入

12) 第 1表(c)に掲げたもの以外にハノレピンには，中鉄に付属する発電所をはじめ，多

数の小発電所や電気事業関係の企業が存在したようである。しかし今のところ

その実態を詳らかにし得ないので省略した。

13) これについては後述する。

14) この章をまとめるにあたって次の著書を参考にした。現代日本産業発達史研究会

『現代日本産業発達史J(皿電力)， 1964年。同書は，他の産業と比較した場合の

電力産業一般，及び日本の電力産業の周有の特性を明確にしその基礎の上に日

本の電力産業の展開過程を企業形態の変貌と電力運営の展開を軸としそれと他

の側面との諸関係を構造的に把握するとし、う方法をとっている。そして，電力産

業史の時期区分について次のように述べている。第 1期は個別配電，あるいは単

独運転が支配的な時代であり，市内配電時代ともいわれる。続いて，電力産業に

おける最も特徴的な経営と技術の先駆的形態である，総合運転の開始が第2期の

指標をなす。第3期になると送電連系の形成が始まり，これにより需要地と発電

地区とを包括する電力経済圏が確立する。第4の画期はこれら電力各経済閣，さ

らにそれを通じての全国を一円とする電力の交流とその統一的電力圏という方向

への展開であり，大送電線の建設がその指標をなす。

勿論，これらをそのまま満州の電気事業に適用することは出来ないが， 1920年

以前については同書のいう第 1期にほぼ相当する，と考える。ただ，その中で日

本側事業中に占める満鉄の位置な特徴的なものであったと言えよう。なお， 1920 

年代について言えば同書の第2期，第3期の要素を含みつつ，満州特有のあり方

で展開していったことは.以下に述べる如くである。

15) 前掲『満鉄第ご次十年史J928頁。

16) 1司書931頁。

17) 1司書928頁，及び大連商業会議所『大連商業会議所報』第131号 (1926年6月)29 

頁，所収の「満鉄電気事業分離」。

18) 前掲『満鉄第二次十年史J927-928頁に，方針の変更並び、にその理由についてー
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応の説明が行われているが，抽象的な言い方に終始じている。その要点を言えば

第 1に，これまで比較的慢然と行って来た民間事業に対する投資を有意義な企業

に対して重点的に，また産業助成金を与える形式(従来は株式の引受，資金の貸

付など〕に改める。第2iこ，公共的性質を帯びる事業については出来る限り独立

させる。第3に，電気事業部門を独立させる理由について人事経理制度の面から

みても，資金運用の面からみでもよりー有効で、あると述べている。なお，満電lIi南満

州電気掛沿革史J1930年，とし、う資料がある正満電創設をめぐる事情を知るため

に有用であると思われるが，今回は見ることが出来なかった。

19) 篠崎嘉郎『満州金融及財界の現伏」下巻， 1928年， 246頁。

20) 開原電気掛について前掲『電気事業」には何ら記すところがないが，各種の資料

に満電関係企業として取扱われているのでここでもそれに従った。満鉄調査課

『満州産業統計』各年版，満鉄商工課『満州商工事情概要J1932年， 220真。

21) 前掲『電気事業」によれば， 1929年における大連第2発電所の増設は 16，000KW

2台となっている。そうであれば満電直営分の合計は62，000KWとなり，前出の

第3表とかなりの相異が生ずるが，これは明らかに誤まりである。というのは，

同書13頁に第3表と同じ数値が採録されているからである。従って満電直営分に

ついてどこかに誤まりがあることになるがこの場合，第8表のようにみなすとそ

の合計が46，300KWとなり，第3表及び同書13頁の数値とほぼ一致する。

22) 開原電気胸及び関東庁経営の 4企業について，経営状態を示す資料を見い出せな

かった(北満電気附につい七は後述〕。

23) 第8表に載せなかった14年以前の数値を示すと， 1908年(86)，1909年(90)，1910 

年(71)， 1911年(67J， 1912年(57)， 1913年(56)， 1914年(53)。前掲『満鉄第一次

十年史J653-654頁。

24) 大連商工会議所 F大連商工会議所月報』第170号 (1930年4月)73頁，所I恨の「満

電の電気料金値下J，及び第190号 (1931年6月)51-52頁，所収の「満電の電力

及電熱料金値下」。

25) 同一地域に日中両国の企業が競合する事態はその後拡大し，奉天，長春，四平街，

海域，ハノレピン，安東の 6カ所に及んだ。このため日本側各企業が強い影響を受

けたことについて，前掲「電気事業』を参照。

26) 苅象屯電気掛の経営状態は満鉄(後に満電〉の系列に入った後，次第に改善に向

った。他方で，その設立以来満鉄(後に満電〕の傍系企業であった鉄鎖電灯公司

の経営不振は，次に述べる中国側電気事業に対する投資の失敗にもとづく。

27) なお， 1920年代には電気事業に関する法律の整備も進んだ。関東局『関東局三十

年史J1936年， 1066頁。

28) ここでは半植民地における外国側事業であることから来る地域的限界について述

べているが，電気事業の発展過程における固有の地域性について前崎「現代日本
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産業発達史J(nr電力)70頁，を参照。

29) 満電は華輿電気ol支応対する鉄嶺電灯局の債権をも1927年に継承した。前掲 r電
ラ(1;4事業J189頁。

30)， 31) 満電『満蒙に於ける電気事業解説J1932年， 9頁。

321 r現代史資料(32)満鉄 2J (みすず書房)1966年， 66-70頁，所収の「鄭家屯華

興電気公可の件」を参照。この一文は「重役会議提出各部課作成資料」であるが，

中国側電気事業に対する臼木の投資に関して当時の実情を伝える恰好の文献であ

る。華輿電気(股)に対して投資を行う第 1の条件として，仁電気事業の実権を握り

得る見込あること」をあげている。

33)ρ前掲『電気事業J148頁。

34) 満鉄太平洋問題調査会『満州事変に関する諸誘因雑輯J1931年， 94-95頁。付属

地外への供給を阻止した事例は熊岳城，公主嶺の外に 2件ある。また，送電線の

l付属地外通過拒否など日本側からみた問題の所在について，同書を参照。

35) 満州、i電気協会『満州電業側設立の経緯J1939年， 19頁。

36) との他に設立計爾が進捗していた敦化電灯廠(吉林省敦化県〉がある。満鉄調査

課下調査時報」第9巻第10号 (1929年10月)90頁，所収の「敦化電灯廠設立計画

進捗す」。なお，中国側電気事業に関する記述が「調査時報」に多数出て米る。

37) 県の数について満鉄調査諜「事変前に於ける東北四省行政機構J1932年， 8-9頁。

38) 束三省官銀号関係のものとして奉天電灯廠(改名して遼管電灯廠工安東電業公司，

吉林永衡官銀銭号関係のものとして宝華電灯公司(改名して吉林電灯j蔽)，長春電

灯廠，ハノレピン電業公司，黒竜江省官銀号関係のものとしてチチハノレ，永業，ハ

イラノレ， 綬化， 海(命の各電灯蛾と昂々渓。四平街電灯(肢は梨樹県政府と民間と

の共同出資，経営による官商合弁企業であり，八道壕電気廠は東北砿務総局の経

僧であったo このうち昂々渓はハイラノレ電灯廠より受電することになったので

〈注49参照)，黒山分廠以下，八道壕電気廠の B分・支廠と共に分・支廠として数

え，従って官営企業数は12企業9分・支廠になる。

39) 旅

トの研究J(増補版)1974年，第5章を参照。 同書によれば， 旅大同収運動は第

1に，かつてない広汎な民族ブ、ノレジョアジーと労働者階級が参加したこと，第2

に単なるボイコッ卜から進んで，経済絶交運動という新しい戦術を提起したこと

というこ点で，ボイコット運動に新段階を画したと評価されている。

40) 前掲『満蒙に於ける電気事業解説J6-7頁， r電気事業J4頁。

41J 革命直後の1917年12月，中鉄付属地に軍隊を駐脅させたことを第一歩として，中

国側は着々と回収を進めたa 付属地行政権回収の後， I日中鉄付属地を東省特別区

と呼ぶ。ところで，中鉄回収運動は軍関が主導したという点で，中国の利権回収

運動の中できわめて特異な地位を占めるにもかかわらず，かつてとりとげられた
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ことがなかった。筆者は鉄道問題を検討する続稿において論ずる予定であるが，

さしあたり事実経過について満鉄「東支鉄道をめぐる露支勢力の消長J1928年，

を参照。

42) 前掲『電気事業J302頁。

43) この他に満州m牟市電灯廠，カレエフに対しでも中国側の働きかけが行われた。

44) r調査時報』第5巻第12号 (1925年1'2月)17-23頁，所収の「奉天省の会社，白

動車公司及電灯公司塗記規則」とL、う記事の中に，その訳文が掲載されている。

45) r民営公共事業殴督条例」の一部の条文〔原文及び訳文〉が，満鉄経済調査会「支

那法令に於ける外国投資の制限~ 1936年， 103頁に収録されている。 この他の電

気事業関係の法令について同書，及び満鉄産業部『中華民国産業関係法規集J(第

1輯工業篇)1937年，を参照。

同条例の発布にともない，満州における電気事業については当面，東北交通委

員会がその監督権を確保することになった。前掲『満州事変に関する諸誘因雑輯』

94頁(補注3を参照〕。

46) 彼らの官職名を以下に示す。呉俊陸(黒竜江省、督弁兼省長)，郭松齢(奉天軍第三

1 軍団副長)，孟恩遠(元吉林省督軍)， 楊宇震(参議顧問)， 張郁文(延吉県政府

財務処主任〕。郭について奉天商工会議所『奉天経済三十年史」康徳7年， 687頁，

張について前掲『電気事業J293頁，その他は劉寿林編「辛亥以後十七年職官年表』

1966年， 252-278頁。

47) その他の民営企業の出資，経営者については単に「土地の有力者J，r土地の紳商

ら」などと記されているのみで，具体的に知ることが出来なし、。

48) その他の官~';J:f;企業の発電容量をみると吉林電灯廠 C2 ， 50üKW)，長春電灯廠 (800

KW)，チチハル電灯廠(1，0卯KW)，安東電業公司 (1，000KW)。

49) 前掲『電気事業J17， -129， 233， 285-286頁。八道壕電気廠以外にハイラノレ電灯

廠が昂々渓に， 四平街電灯(股)が梨樹県城に， ハルピン電業公司がノ、ルピン埠頭

区に各々，送電した。

50) 資金，設備に加えて次のような事情も見逃すことが出来ない。すなわち，中国家

屋の構造並びに権力，面子等の関係にもとづき，浴用の容易な状態を利用して民

営'企業には盗用が多く，官営企業には浴用が少なかっt-::.o 満鉄経済調査会「満州

電気事業及瓦斯事業方策J(立案調査書類第6編第18巻)1935年， 59頁。

51) 前掲『電気事業』による。ただし遼寧電灯廠の1926年の分に限り，満鉄商工課

「南満州主要都市と其背後地J(第2瞬第 1巻奉天に於ける商工業の現勢) 1927 

年， 457頁。遼寧電灯廠は毎年純利益の一部を積立て， それが事変直前には資本

金52万元ぐ現大洋〉の約10倍， 512万元に達した。前掲「満州電気事業及瓦斯事

業方策J75頁。

52) 安東，ハノレピン以外の地域について，奉天における電灯事業に限り次の数字があ

る。満電奉天営業所(約 6万5，000灯)，遼寧電灯廠〔約9万灯〉。 前掲『南満州|

主要都市と其背後地J450， 457頁。

53) 満鉄調査課門前蒙事情J(前社lの『調査時報」を改題したもの〉第113号 (1931年
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2月)57頁，所収の「安東に於ける支那側電灯廠の開設」。

54) ~調査時報」第 5 巻第 9 号 (1925年 9 月) 69-70頁，所収の「安東支那側電灯水

道打合会」。

55) 注53).と同じ。東北易峨 (1928年12月〉にともない満州の地方行政機構も次第に

再編成されることになるが，かつての県城のうち，重要視された地域に市政繁備

処が置かれた。前掲『事変前に於ける東北四省行政機構J120-123頁。

56) ~満蒙事情』第114号 (1931年 3 月) 317-318頁，所収の「安東電灯廠の電灯料

金J，及び第117号 (1931年6月)86'-87頁，所収の「安東電灯廠の借入資金に対

する貸款事務所の契約案」。

57) 注53)と同じ。

58) 前掲『電気事業J97頁。なお，電気料金の建値の変更(後述するハノレピンにおい

ても同様の事態がみられた〉に〆ついて，この時期の銀価格の低落並びに金銀比価

の変動が，経済の各領域における日中両国企業の競争に与えた影響を検討Lた，

次のものを参照。東亜経済調査局『銀及銀価低落の研究J1933年， 89-95頁。

59)， 60) 前掲『電気事業J97頁。

61) 張作索政権は1921年2月に東省特別区市政管理局を，翌年12月に東省特別区行政

長官を各々，ハルピンに設置し旧来のノ、ルピン市会(その構成員は大部分白系

露人であった〕をそれらの下に位置づけた。さらに1926年3月には市会そのもの

の改変を行い，事実上外国人を排除するなど行政権の回収を進めた。満鉄調査課

『東省特別区行政一覧J1930年，を参照。

62) 東拓『大正八年度事業概況J1919年 6頁，及び九年以降の各年版をも参照。

63) 満鉄恰爾浜事務所調査課『北満州に於ける電気業J1925年， 56-58頁。

64) 前掲「電気事業J119頁。

65) 北電は1920年(10%)，1923年(8%)の配当を行っている。大連商業会議所「満蒙

実業会報』第73号 (1921年8月)47頁，所収の「北満電気の成績と役員交代J，及

び前掲「北満州こ於ける電気業J49-51頁。

66) 以上に述べたノ、ルピン電灯・電車問題の発生から，ハノレピン電業公司の開業に至

るまでの経緯について『現代史資料(31)満鉄 1J 1966年756-757頁，所収の rn合
爾浜電業公司の現況J，及び前掲『北満州に於ける電気業J65~75頁。

67) 前掲「電気事業J123頁。併せて「調査時報」第8巻第 1一号 (1928年 1月)74頁，

所収の「北満に於ける電気会社の競争」をも参照。

68)， 70) 満鉄恰爾浜事務所『北満州概観J1933年， 219頁。

69) 前掲『満州電業側設立の経緯J103頁。北電の経営状態悪化の一因として，電柱，

l電線の拡張を中国側に阻止されたことをつけ加えなければならない。大連商;丁、会

議所『満州事変前に於ける我が権益侵害事例J1932年， 28頁。

同様の事態は南満においても生じたが〔注34参照ふこれでは，たとえ北電に対

する需要が増加したとしてもそれに応ずることは出来ず，かかる事態が継続する

限り北電の事業が永続性をもつことは，そもそも不可能になったともいえる。こ

の問題には土地の売買，ないしは貸借がからむわけで、あり，いわゆる「商租権問
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題」の一端が現われている。

71) 前掲「満州電業側設立の経緯Jl104頁。

72) 前掲『北満州概観J217頁。

73) さしあたり日本についていえば1924年5月，清浦内閣の外・陸・海・蔵四省協定

による「対支政策綱領」は， r従来我が施設の乏しかりし北満方面に向かつて新

たに進路を開拓するの方針をとりj，r満蒙における秩序の維持」のため r必要を

認むる場合には機宜の措置に出ずること」を決定した。江口圭一「日本帝国主義

史論J1975年， 17頁。

74) 電気事業を含めて官銀号による産業投資の資金の大部分が，同じ時期における大

豆買占めにもとづくものであることは.拙稿「中国東北における糧桟の動向一満

州事変前における-j (~北大経済学研究』第24巻第 1 号所収〉において，示唆し

たところである。

75) 満州電業会『満州電業史J1976年，を参照。

76) 前掲「電気事業J108頁。

77) 満鉄調査課「満州に於ける燐寸工業J1924年， 200頁に次のような記述がみえる。

「支那側は自国産業奨励の見地より付属地外に於ける電力の供給は，自国の動力

を供給する方策を樹て，為に付属地外に於ては支那の電力を使用せざる可らざる

有様であるj(傍点はヲ問者〕。

補注

1) r第 1表的中国側電気事業一覧」中の企業名について。ここで筆者の依拠した

資料は事変後に刊行されたものであるがそのため事変をさかいに企業名の変更

をみたものも含まれているかも知れない。

2) r第B表満鉄・満電直営事業営業収支」について。『満蒙に於ける電気事業解説』

26頁に， 1916年から1930年まで‘の営業収支を表わす表が載せられている。ところ

が， 1919年から1925年までの分の数値には，以下に示す如く筆者が使用した『満

鉄第二次十年史』のものとはかなりの相異がみられる。そこでは各年の収入，支

出，収入 100に対する支出，差引益は各々次のようになっている(単位は千円〕。

1919年 2，064，1，795， 87， 269 1923年 4，088，3，222， 79， 866 

1920年 2，791.2，391. 86， 400 1924年 4，064，2，697， 66， 1，367 

1921年 3，434，2，698，79; 736 1925年 4，761，3，378， 71，.1，383 

1922年 3，819，2，971， 78， 848 

収入における相異はわずかなものであるが，支出は第8表のそれに比しでかな

り多くなっており，これらの結果として収入 100に対する支出を表わす数値がよ

り大きく，差引益がより少なくなることは当然である。そしてこちらの数値をと

れば，同書が「特に満鉄より分立以来鋭意経営方法の刷新，技術上の改革に依る

成果が歴然と表われているj(26頁)と誇示しているように，満電創設以前と以後

の経営状態の差異がいよいよ際立つことになる。ところで，全ての年度について

その数値が違っているのであればともかく， 1916年から↑918年まで3年分は一致

しているだけに，この二資料の数値が相具している理由は全く不明である。
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3) r民営公共事業監督条ffUJについて。木稿を印刷に付した後で，同条例の全文

(訳文〉を見ることが出来た(ただし， 1933年11月に一部修正を経て公布された

もの〕。満州電業〈股〉調査課『中華民国ニ於ケノレ電気事業法規集J(第一編)1935 

年，.61-66頁に収録されている。その中に，外国資本との関係を規定した次の条

文がある。「民営公共事業ハ外国人ヨリ株式引受叉ノ、外債ヲ募ノレコトヲ得ズ。但シ

中央主管官庁ヲ経テ国民政府ニ申請シ許可ヲ受クルモノハ此ノ限リニアラズJ(第

16条〉。

第 1表w日本側電気事業一覧

企業名|開業年|所在地| 企業 形態 |頁数

(旅 JI贋〉 1905 関 東 州官営 39 

満 鉄 大 連 営 業 所 1907 11 (鉄)直営:(電)直営(26) 61-63 

安東電気(株) λア 満鉄付属地 民営:(鉄)直営(11): (電)直営(26) 94-95 

営口水道電気(株) 1908 I! 民営:(鉄)傍系(11): (電)傍系(26) 84-85 

満 鉄 奉 天 営 業 所 I! ノグ (鉄)直営:(電)直営(26) 69-70 
グ撫!順 グ グ /γ (鉄1直営 221-222 
グ 長 春 I! 1910 I! (鉄)直営:(電)直営(26) 108 

鉄嶺電灯局 1911 グ (鉄)傍系:(電)傍系(26) 160-161 

遼 陽 電 灯 公 司 1912 グ I! 156 

瓦房!古電灯(株)1914 I! I! 145--'146 

関原電気(株) グ ノア 民営:(電}傍系(?) 164-165 

大石橋電灯(株)1916 I! (鉄)傍系:(電)傍系(26) 149-150 

四 平 街 I! 1917 グ I! 182 
公 主 嶺 I! I! グ 1/ 186 
(金ゐ 州〕 ノア 関 東 州官営 42 

北満電気(株)1918 中鉄付属地 民営(東拓の出資〕 119-121 

鞍山営業所 1919 満鉄 I! 営ロ水電(株)・(電)直営(26) 89-90 
普蘭!苫電灯(株)1921 関 東 州民符:官営(28) 44-45 

貌 子 箆 I! I! グ ノア (27) 47 

活家屯電気(株) I! 満鉄付属地 民営:(鉄)傍系(23): (電)傍系(26) 114-115 

海域電灯(株)1924 ノケ 民営:(電)直営(26) 93 
熊岳城支庖 I! I! (瓦房庖と同じ〉 146 
満電連山関出張所 1925 I! (鉄)直営:(電)直営(26) 103 
郭家信支庖 1928 メア (公主嶺と同じ〉 186 
満電鶏冠山出張所 1930 λY (電)直営 102 

〔出所〕 満州電業制調査課「満州に於ける電気事業概説J1935年，頁数欄の数字が該

当の頁数を示す。

〔注〕 企業形態について， (鉄)は満鉄， (電)は満電をさし， ( )内は変更した年を示

す(補注1を参照〕。
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企業

支撃を章灯公

奉天電灯

チチハノレ グ 1/ 

t義春 グ、!1911 

永業 グ 1 1912 !か， !浮言語jグ: か (?l

ベラノレ グ ! 1913 Iグ，呼倫|露人:バ20)

滋双緩灯(絞)11914:資材し双滅i民営

総長 主従 灯公 湾I1915 1泰 天 ， 倣 岩iグ

怪緩電灯電力(Jl宣)11916 1蒸竜江， Ji愛琢|グ

商幾電灯公司 1918I奉天，西農I1/ 

霊 祭輿怒気{殺)1 グ jグ，遼淑jグ

錦 :県電気(股)11919 Iグ，錦トグ

裕、 筆電 気公 開iグ|グ，滋縫!グ

纏東後灯公匂iグ清林， J転移1 1/ 

福議議 グ 1 グ I 11 ，境界安!露人:民営(26)

紛民電灯綴11920 1グ，グ IE込筑
波成電 灯公 可I11 i グ，東寧{グ

絞化電灯廠! グ i祭建支払緩化11雪営
燦浜霞灯公司11920開設林，浜江i民営常(30)

く通 遼)1 1922 1楽天， )議揺民営

普光電灯(有)1 11 グ， S読図iグ

議燃電灯綴iグ

西安際電気公司グ

瓶挙 手電 灯公 司 11

明輿 電 気 公 司 1923

Z設予街後灯(股)1 グ

紛民奪還灯機I1924 
八道議長電気

i重化電灯(波|グ

阿什河電

大 興 電 気

総主主電

東

遼

爾

猶

悦

議 I1/ 

グ ー西安|グ

林， rr青春lグ

フミ， 蓋王子; グ

グ ，梨欄官営

民営

10 

不良 I(136) 

グ;く245)

不明 1(133) 

休 業 (?)I 142 

良妻子 297

偶鎖 (27)1(280) 

|不良 1189-190
良好 i 208 

不良 I(185) 

|館鎖 (29)! 303 

1不間 i392
良好 I136 

グ I(213) 

1 グ !276

1爽収 (30)! 43 

;不 00 I 82 

1良好
不明

不良 1 173 

グ I 292 

I 153 

不明 I233 

グ 1230

グ 1285-286

不良 I 288 

不明 1252~253

ρI  290 

後 j照

不 良 1 180 

閉 鎖 (29)1 301 

良好 I247 

不明 I(406) 

不燃 178-79 
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企数名 業形態 経営状態 交委主

語長 率革 '議 E是 205-206 

下九台 1/ ノケ 不良 217 

東 線 電 灯 公 潟 グ 良好 255 

公立 グ ノケ 築設立， グ 268 

黒 山 分 接援 11 奉天，黒~ul i弓じ〉 不 明 285-…286 
大 虎 w支緩 グ 1/ ノケ 11 

新 立 屯 分 癒 グ ノア 11 グ

労 w畿 支 グ 庁 ， /1 グ 1/ 11 

ゴと 重奏 分 F グ ，北鎖 Jゲ グ ル'

議符子支 グ ノ 1/ グ グ グ

新民分 グ グ ，新民 必Y 1/ グ

自 主義支 グ I1 11 グ 11 グ

ノケ 不良 210 

ま主安グ グ 日ト主‘ 長義'PI11 ノア 213 

ハノレピシ笈幾公 グ l 不明 119-123 

機盛電灯公司 グ グ 261 

%込i 電灯綴 グ 克山 グ 不良 201… 202 

11 280 

不明 (252) 

海(命 11 

j ! p  dy 
グ，海{検島健:官営(31l

景土単語Z 11 グ ， 事務111民営

校余緩灯{股)1 1928 材"扶余グ 不 E連 241 

を[河矯灯公司 11 不 明 (131) 

係 合電灯 1929 i鷲安仁 載 機iグ 不良 (212) 

者数樹電灯公司 11 11 245 

主義経電灯(股} 1/ Jア 258 

河〉 グ 不明 203 

耀棒穏灯公司 1930 不良 ぐ235)

彦星 グ 良好 282 

2安交 E東支 電 議梁寄公可司I19幻31け!泰 天J 1:安交策粥i官官管'勺J 不 努 94-97 

3 策感湧官穏窓灯廠織iグ |情合 林，延王診説設到i民営 ! グ I 29お
(昂 々 渓)I (?) 1陣然稔江乱， 稔江需i民滞:官営(α2ぬ抑9ω グ 130 

u出お所〕 前掲 r満州に於ける議気事業概説JI，及びi尚潟じ3遂喜3者普の ui瀦擬チ列州IHにこ於ける窓気供
給事業機鋭JI1937年，ヌ数欄の数字は前表と問じ(カッコマピ付してある場合

には後者による〉。 ただし， 緩i浜後灯公司にかさfり，満鉄培養舞浜事務所務後

課おと泌:11'11こ於ける電気淡JI1925年， 43貰一所主総については次のものを参

熊した。 111問久太郎『灘務総長さ全誌JI1926年，満鉄関まま諜『毒事変約に於ける

策~t四省行政機犠JI 1932然。
〔注〕 企業名が不明のものについては，所在地の県名を記した。 (Hおとあるのは股

命有限公言1，織とあるのは存際公湾をさす。所在地について，省， g誌の順序

になっているが， 1931年現在の込のである〈補注 1を参熊〉。
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:lI': 議案 ii 業の国籍 数

満州議市電灯 対? 箆露 く5)
ハイラノレ電灯 イラノL露:中国官官設(20) (10) 

主密室変電灯公 i戎磁;閉鎖30) (34) 
銭円窓灯 :日(19):独(24) 236-239 (41) 
〈カ レ ブ〉 商 :英(21) 258 (31-33) 
(ブマ ギン〉 独:中溜民営(26) 302 (24) 
〈 市自治溜〉 露:独(23):閉鎖(31) 270 (17) 

松花江電灯会

チデ γ ン電灯

(ツアメン ス ー 判 滋 中 国 民竺7)巴と竺

〔船所〕 前褐Hi誇燃に於ける鐙気事業概説jJ， おと潟郊に於ける電気幾ふ}票数繍の数

"'I'eは前茨と同じくカッコを付してある場合には後三菱による〉。

〔注〕 企業名が不明のものについては創立務(経営者〉名を記した。所税強は全て

中鉄付属地である。
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第2表電 気事業回定資金累年 表

lJL::lfz:tl;;;(;:目中国側ト総 計

1907 91 215 70 376 181 557 

1908 1，044 283 277 1，604 181 1，785 

1909 1，955 273 288 2，516 290 2.806 

1910 2，898 273 362 3，533 515 4，048 

1911 3，330 480 375 4，185 1，048 5，233 

1912 3，700 549 389 4，638 1，654 6，292 

1913 4，121 740 404 5，265 1，707 6，972 

5，420 922 1，522 7，864 1，776 9，640 

1915 5，595 970 1 ;541 8，106 1，776 9，882 

1916 6，290 1，086 1，561 8，937 1，985 10，922 

1917 8，102 1，963 11，289 2，↑07 13，396 

1918 11，445 1，693 2，533 15.671 2，325 17，996 

1919 19，271 2，350 3，222 24，843， 2，678 27.521 

1920 23，835 2，568 5，093 31，496 3，617 35，113 

1921 28，646 2，919 6，134 37，699 3，974 41，673 

1922 31， 157 3，097 6，880 41，134 4.251 45，385 

1923 32，362 3，282 7，340 42，984 6，384 49，368 

1924 35，019 3，731 7，635 46，385 8，394 54，779 

1925 38，037 4，079 7，806 49.922 8，949 58，871 

1926 21，925 1，571 16，051 1.968 8，499 50，014 10，971 60，985 

1927 8，499 1，309 15，942 1，887 8.338 35，975 12，702 48，677 

1928 9，019 1，345 16.854 2，064 9，238 38，520 12，909 51，429 

1929 10，470 1，414 17，193 1，978 8，871 39，926 54，744 

1930 10，490 1，450 19，579 2，074 8，898 42，491 18，371 60，862 

〔出所〕 南満州電気制『満蒙に於ける電気事業解説J1932年， 15ー16頁

〔注〕 自家用を含む。中国側には，日本以外の外国側j事業の分を含む(これらの点

については第 3，4表も同じ〉。固定資金とは発電所，変電所， 送電線及び

屋内線を含む。
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第 3表発電容量累年表

〔単位 KW) 

満鉄|傍系|満電|傍系
その γ 川~I~OO~IJI中国側総
日本側の合計

1907 600 200 100 900 200 1，100 

1908 1，700 200 400 2，300 200 2，500 

1909 2，200 200 400 2，800 400 3，200 

1910 5，600 400 500 6，500 700 7，200 

1911 6，400 600 500 7，500 1，800 9，300 

1912 9，400 800 500 10，700 3，400 14，100 

1913 9，600 1，000 500 11，100 3.500 14，600 

1914 13，000 1，100 3，500 17，600 3，500 21， 100 

1915 13，000 1，100 3，500 17，600 3，500 21，100 

1916 13，000 1，200 3，500 17，700 3，600 21，300 

1917 22.100 1，300 3，600 27，000 3，500 30，500 

1918 26，100 1，400 5，500 33，000 4，200 37，200 

1919 31，500 1，400 8，300 41，200 4，600 45，800 

1920 34，400 1，800 8，800 45，000 7，300 52，300 

1921 40，400 1，800 10，000 52，200 7，700 59，900 

1922 63，300 2，000 11，900 77，200 8，100 85，300 

1923 56，900 3，300 12，800 73，000 12，800 85，800 

1924 61，700 3，500 13，300 78，500 18，900 97，400 

1925 61，700 3，300 12，200 77 ，200 20，000 97，200 

1926 55，500 1，700 32，700 2，000 17，500 109，400 27，800 137，200 

1927 68，000 2，900 32，700 2，600 17，800 124.000 34，300 158，300 

1928 68，000 2.900 31，200 2，800 2l，400 126，300 34，600 160，900 

1929 68，000 2.900 33，200 2，800 21，500 128，400 40，800 169，200 

1930 88，000 2，900 47，000 2，500 21，500 161，900 54.200 216，100 

〔出所〕 前掲『満蒙に於ける電気事業解説J12頁。



178 (968) 経済学研究第28巻 第4号

第4表 年開発電量累年表

(単位万KWH)

lM聞係|満電聞係|その十側 1 
満鉄 l傍系満電|傍系日本側の合 青| 中国側総

1907 93 2 95 10 105 

1908 219 32 22 273 12 285 

1909 473 37 84 594 65 659 

1910 989 43 115 1，147 162 1，309 

1911 1A86 53 135 1，674 194 1，868 

1912 1，674 104 148 1，926 238 2，164 

1913 2，079 134 163 2，376 278 2，654 

1914 2，726 149 209 3，084 325 3，409 

1915 3，681 173 314 4，168 378 4，546 

1916 5，156 193 524 5，873 452 6，325 

1917 7，053 224 943 8，220 528 8，748 

1918 9，287 285 1，147 10，719 618 11，337 

1919 12，026 354 1，354 13，734 738 14，472 

1920 10，063 462 1，546 12，0了1 905 12，976 

1921 10，615 523 1，768 12，906 1，070 13，976 

1922 11，668 584 1，800 14，052 、 1，280 15，332 

1923 13，760 644 2，264 16，668 1，739 18，407 

192利 15，976 649 2，382 19，007 2，421 21，428 

1925 17，976 692 2，657 21，325 2，907 24，232 

1926 15，492 416 6，926 321 2，852 26，007 3，491 29，498 

1927 17，862 482 8，119 463 3，034 29，960 4，185 34，145 

1928 20，273 555 10，366 528 3，564 35.286 5，006 40，292 

1929 22，665 618 575 4，083 40，077 5，778 45，855 

1930 25，228 598 13，106 271 4，194 43，397 7，036 50，433 

〔出所〕 前掲『満蒙に於ける電気事業解説』↑9'-'-20真。


